
皆様のご 理解、ご 協力を お 願い い たし ま す 。

川崎市では、令和７ 年7 月１ 日より 、

望まない受動喫煙の防止、タ バコ の火による安全面やポイ 捨ての改善を図り 、

子ども たち等が安全に安心し て利用できる環境を確保するため、

市内公園を 原則禁煙と いたし ます。※加熱式タ バコ も
含まれます。

【 連絡先】

（ 公園の維持・ 管理について）

建設緑政局緑政部みどり の管理課　 ０４４－２００－２３９４

（ 公園の制度について）
公園内における

喫煙の取扱いについて

建設緑政局緑政部

みどり の管理課

公園のルール・ マナー

啓発動画

建設緑政局緑政部

みどり の管理課

受動喫煙

防止対策について

健康福祉局

健康増進課

喫煙所マッ プ
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